
2019年度版にあたって

本書は，1982年の初版発行以来，好評を得て改訂，新版と版を重ね，2003

年度からは年度版に改めて，金融機関役職員の日常業務および研修用テキ

ストまたは銀行業務検定試験の受験用テキストとして読者の皆様の利用の

便を図ってまいりました。

平成31年度の税制改正では，働き方の多様化を踏まえ，様々な形で働く

人をあまねく応援する等の観点から個人所得課税の見直しが行われ，所得

税では給与所得，公的年金等の所得金額計算上の所得控除額の改正をはじ

め，課税所得金額計算上の配偶者控除，配偶者特別控除，基礎控除などの

各種所得控除の改正および消費税率の引上げに伴う駆け込み・反動対策と

しての住宅ローン特別控除の控除期間延長特例等の創設，ならびに国税電

子申告・納税システム（e-Tax）の推進に向けた各種奨励措置などを幅広く

導入する改正が行われました。

本書は，これらの改正項目を織り込み，記述をさらに充実して最新の内

容としました。

2019年５月

松 本 繁 雄
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■凡 例

本文中，法令，通達等は下記のように略語を用いました。

所 法 ―→所得税法

所 令 ―→所得税法施行令

所 規 ―→所得税法施行規則

措 法 ―→租税特別措置法

措 令 ―→租税特別措置法施行令

措 規 ―→租税特別措置法施行規則

地 法 ―→地方税法

地 令 ―→地方税法施行令

地 規 ―→地方税法施行規則

法 法 ―→法人税法

通則法 ―→国税通則法

災害減免法 ―→災害被害者に対する租税の減免，徴収猶予等に関する

法律

所基通 ―→所得税基本通達

措 通 ―→租税特別措置法関係通達

e-Tax ―→電子情報処理組織を利用して確定申告書の提出を行うこと

凡 例vi
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第１章 所得税の仕組み

第１節 所得金額計算の仕組み

１ 所得の分類

所得税では，個人について１年間に生じた所得を所得の発生原因に応じ

て，①利子所得，②配当所得，③不動産所得，④事業所得，⑤給与所得，

⑥譲渡所得，⑦一時所得，⑧雑所得，⑨山林所得，⑩退職所得の10種類に

分類（次頁の表参照）したうえで，それぞれの性質に応じて各種所得の金額

を計算します。しかし，所得のうちには，政策上または課税技術上の見地

から非課税所得としたり，免税所得としているものがあります。

２ 課税の方法

所得税の課税にあたっては，その年分のすべての所得金額を合算して課

税する総合課税を原則としていますが，所得の性質により他の所得と切り

離して課税する分離課税制度を採用しているものもあります。また，分離
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所得の種類と内容

所得の種類 所得の内容

利 子 所 得
公社債および預貯金の利子ならびに合同運用信託および公社債投資信

託等の収益の分配による所得(所法23条)

配 当 所 得

法人から受ける剰余金の配当，利益の配当，剰余金の分配，基金利息

および投資信託(公社債投資信託，公募公社債等運用投資信託を除く)

の収益の分配による所得(所法24条)

不動産所得
不動産，不動産の上に存する権利，船舶または航空機の貸付などによ

る所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除く)(所法26条)

事 業 所 得
農業，漁業，製造業，卸売業，小売業，サービス業等の事業から生ず

る所得(山林所得または譲渡所得に該当するものを除く)(所法27条)

給 与 所 得
俸給，給料，賃金，歳費および賞与ならびにこれらの性質を有する給

与による所得(所法28条)

譲 渡 所 得

資産の譲渡による所得(所法33条)

短期譲渡所得……取得の日以後５年以内のものの譲渡による所得

長期譲渡所得……上記以外の所得

一 時 所 得

利子，配当，不動産，事業，給与，譲渡，山林，退職の各所得以外の

所得のうち，営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時

の所得で，労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性質を

有しないもの(所法34条)

雑 所 得
利子，配当，不動産，事業，給与，譲渡，一時，山林，退職の各所得

以外の所得(所法35条)および年金による所得

山 林 所 得 山林の伐採または譲渡による所得(所法32条)

退 職 所 得
退職手当，一時恩給その他の退職により一時に受ける給与およびこれ

らの性質を有する給与による所得(所法30条)

土地建物等

の譲渡所得

短期譲渡所得……その年の１月１日において所有期間が５年以下であ

るものの譲渡による所得(措法32条)

長期譲渡所得……上記以外の所得(措法31条)

土地等の譲

渡にかかる

事業所得等

その年の１月１日において所有期間が５年以下である土地等を譲渡し

たことによる事業所得または雑所得(措法28条の４)

（平成10年１月１日から令和２年３月31日まで適用停止）

株式等の譲

渡にかかる

所得等

株式等を譲渡したことによる事業所得，雑所得または譲渡所得（措法

37条の10・11）

先物取引に

かかる雑所

得等

先物取引による事業所得，譲渡所得，雑所得（措法41条の14）
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課税が適用される所得のうちには，所得の支払段階で支払者において税金

が源泉徴収されることによって課税関係を完了させる源泉分離課税制度を

採用しているものもあります。

⑴ 総合課税される所得

所得税額の計算は，各種所得の金額の合計額を基として計算した課税所

得の金額に，税率を乗じて計算する総合課税の方法によることが原則です

（所法22条）。総合課税される所得は，利子所得（源泉分離課税が適用されな

いもの），配当所得，不動産所得，事業所得，給与所得，譲渡所得（土地建物

等および株式等以外の資産の譲渡），一時所得，雑所得の８種類です。

⑵ 申告分離課税

次の所得は，確定申告により他の所得と区分して，それぞれの所得ごと

に所得金額の計算および所得税額の計算を行いますが，所得控除額や税額

控除額，源泉所得税額の控除は，原則として他の所得と同じです。

① 退職所得および山林所得（所法89条）

② 上場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得で分離課税を

選択したもの（措法８条の４)

③ 短期所有土地等の譲渡による事業所得等（措法28条の４）

④ 短期・長期所有土地建物等の譲渡による譲渡所得（措法31条・32条）

⑤ 株式等・公社債等の譲渡による譲渡所得等（措法37条の10・37条の

11）

⑥ 先物取引にかかる事業所得，譲渡所得，雑所得，外国為替証拠金取

引（FX）による利益（措法41条の14）

⑦ 割引債の償還差益（措法41条の12）
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⑶ 源泉分離課税

国内において支払われる次の所得の課税は，他の所得と区分して一定税

率（所得税15.315％（復興税込），住民税５％，合計20.315％）により所得税

・住民税が源泉徴収されるだけで課税関係が完了しますから，確定申告や

納税の手続をする必要がありません。

① 利子所得……一般公社債の利子，預貯金の利子（措法３条）

② 配当所得……私募公社債等運用投資信託等の受益権から生じる収益

の分配，社債的受益権（措法８条の２）

③ 雑所得……定期積金の給付補塡金，抵当証券の利息，外貨建定期預金

の差益（措法41条の10）

④ 譲渡所得……金貯蓄口座にかかる利益（措法41条の10）

⑤ 一時所得……契約期間５年以下の一時払養老保険および一時払損害

保険にかかる差益ならびに懸賞金付預貯金等の懸賞金（措法41条の９）

３ 所得金額の計算

⑴ 総所得金額の計算

① 課税標準

所得税の課税標準となる総所得金額は，次の◯イと◯ロの金額の合計額（純

損失の繰越控除，雑損失の繰越控除がある場合には，その適用後の金額）です。

◯イ 利子，配当，不動産，事業，給与，短期譲渡，雑の各所得の金額(損

益通算適用後の金額）の合計額

◯ロ 長期譲渡，一時の各所得の金額（損益通算適用後の金額）の合計額の

２分の１相当額
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